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○ 建 設 省 告 示 第 　 　 　 号

建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 百 七 条 第 二 号 の 規 定 に 基 づ き 、 可 燃 物 燃 焼 温 度

を 次 の と お り 定 め る 。

　 平 成 十 二 年 　 　 月 　 　 　 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 建 設 大 臣 　 中 山 　 正 暉

　 　 　 可 燃 物 燃 焼 温 度 を 定 め る 件

　 建 築 基 準 法 施 行 令 第 百 七 条 第 二 号 に 規 定 す る 可 燃 物 燃 焼 温 度 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る 温 度 の い ず れ か 高 い 方 の 温 度 と す る 。

一 　 加 熱 面 以 外 の 面 の う ち 最 も 温 度 が 高 い 部 分 の 温 度 　 摂 氏 二 百 度

二 　 加 熱 面 以 外 の 面 の 全 体 に つ い て 平 均 し た 場 合 の 温 度 　 摂 氏 百 六 十 度

　 　 　 附 　 則

　 こ の 告 示 は 、 平 成 十 二 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。


